
社会福祉法人軽米町社会福祉協議会 役員等の報酬、旅費及び費用弁償に関する規程 

 

平成 ５年 ７月 ９日制定 

（沿革）平成 ６年 ３月３０日改正 

平成 ７年 ３月２０日改正 

平成１５年 ２月１０日改正 

平成１６年１２月２０日改正 

平成１９年 ３月２３日改正 

平成２２年 ３月２４日改正 

平成２３年 ３月２８日改正 

令和 ２年 １月１４日改正 

令和 ５年 ６月１６日改正 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人軽米町社会福祉協議会（以下「本会」という。）

の定款第 10条及び第 25条の規定に基づく役員等の報酬、旅費及び費用弁償に関す

る事項を定めることを目的とする。 

 

（役員等の定義） 

第２条 前条に規定する役員等とは、次の各号に定めるところによる。 

 （1）役員等とは、定款第６条による評議員並びに第 18条による理事、監事及び会

長が委嘱する委員をいう。 

 （2）前号の役員等は、非常勤役員とする。 

 （3）報酬とは、役員等に対し業務遂行の対価として支払う金銭をいう。 

 （4）費用弁償とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費（宿泊費を含む）等

の支払う経費をいう。 

 

（報酬等の額） 

第３条 報酬等の額は、別表第１表のとおりとする。ただし、地方公共団体から給与

の支給を受ける職員と兼職する者及び本会の職員が兼職する役員等には支給しな

い。 

 

（報酬等の支給方法） 

第４条 報酬の支給は、勤務実態に即して計算し、翌月 15 日に支給する。ただし、

その日が休日にあたるときは、その翌日以後の 15日に近い日とする。 

２ 報酬は、原則として本人の指定する本人名義の金融機関へ口座振込みとする。た

だし、第５条に規定する旅費及び費用弁償については現金支給とする。 

 

 



（旅費及び費用弁償） 

第５条 役員等が公務のため、会長の命を受けて出張した場合には、本会が定める事

務局職員旅費規程により支給する。 

 

（その他） 

第６条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は評議員会で決定する。 

 

付 則 この規程は、定款変更認可日（平成 5年 8月 31日）から施行する。（平成 5

年 7月 9日制定） 

付 則 この規程は、平成 6年 4月 1日から施行する。 

付 則 この規程は、平成 7年 4月 1日から施行する。 

付 則 この規程は、平成 15年 4月 1日から施行する。 

付 則 この規程は、平成 17年 1月 1日から施行する。 

付 則 この規程は、平成 19年 4月 1日から施行する。 

付 則 この規程は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

付 則 この規程は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

付 則 この規程は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

付 則 この規程は、令和 5年 7月１日から施行する。 

 

 

別表第１表（第 3条関係） 

名   称 区 分 金 額 摘  要 

理  事 

会  長 日 額 4,000 円 
月額 50,000 円を超えない

こと。 

副 会 長 日 額 4,000 円 
年額 30,000 円を超えない

こと。 

理  事 日 額 4,000 円 
年額 30,000 円を超えない

こと。 

監  事 監  事 日 額 4,000円 
年額 30,000 円を超えない

こと。 

評 議 員 日 額 4,000 円 
年額 30,000 円を超えない

こと。 

評議員選任・解任委員 日 額 4,000 円 
年額 30,000 円を超えない

こと。 

そ の 他 

会長が支給す

ることが適当

と認めた委員 

日 額 3,000 円 
年額 30,000 円を超えない

こと。 

 


